
 

 
 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所第３号機の工事の計画 

（ドライクリーニング溶剤蒸留器の撤去）の届出についての確認結果 

 

（届出の概要） 

 

１．届出者及び届出年月日等 

   届出者：関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹 

   届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

平成２９年 ７月２５日（関原発第１１５号） 

    （電気事業法に基づく届出） 

平成２９年 ７月２５日（関原発第１１６号） 

   補正年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出の 

一部補正） 

平成２９年 ８月１６日（関原発第１８７号） 

    （電気事業法に基づく届出の一部補正） 

平成２９年 ８月１６日（関原発第１８８号） 

 

２．発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び位置 

名称：高浜発電所 

位置：福井県大飯郡高浜町田ノ浦 

 

３．発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力：   ３，３９２，０００ｋＷ 

 第１号機：   ８２６，０００ｋＷ 

 第２号機：   ８２６，０００ｋＷ 

 第３号機：   ８７０，０００ｋＷ（今回申請分） 

 第４号機：   ８７０，０００ｋＷ 

周波数：          ６０Ｈｚ 

 

４．申請範囲 

 

放射性廃棄物の廃棄施設 

２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設備 

（８）ろ過装置 

   ・ドライクリーニング溶剤蒸留器（３・４号機共用） 

 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

６ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 



 

 
 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

５．工事の計画の内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

内容：放射性廃棄物の廃棄施設の改造であって、気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係

るもの（ろ過装置であるドライクリーニング溶剤蒸留器の撤去等） 

 

６．届出理由 

ドライクリーニング装置（届出対象範囲：ドライクリーニング溶剤蒸留器）は、

溶剤に代替フロンガスを使用し、管理区域内で着用した作業着等の洗たくを行って

いるが、オゾン層破壊、地球温暖化等の環境への影響の配慮から、今後、代替フロ

ンは使用しないこととし、ドライクリーニング装置を撤去する。 

 

 

（確認概要） 

 

１．確認内容 

  今回の届出に係る工事計画、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書、

耐震性に関する説明書、強度に関する説明書、流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防

止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書、流体状の放射性廃棄物の漏え

いの検出装置及び自動警報装置に関する説明書、設計及び工事に係る品質管理の方法等

に関する説明書及び添付図面に加え、別記のとおり関西電力から追加で提出のあった内

容も併せて確認した。 

確認した結果、以下のとおり核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の９第

３項第１項に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたところによるものである

こと、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術基準規則」という。）に適

合するものであること、同項第３号に規定する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関

する規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第８号。以下「品質管理基準規則」とい

う。）に適合するものであることを確認した。 

 

・許可との整合性については、本届出に係る内容が、ドライクリーニング溶剤蒸留器の

撤去であり、高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書の設計方針及び仕様どおり

であり、更に撤去対象以外の機器に係る平成 27 年 8 月 4 日付け原規規発第 1508041 号

にて認可した工事計画における基本設計方針及び仕様を変更するものではないことか

ら、許可を受けたところによるものである。 

 

・流体状の放射性廃棄物の処理能力及び施設外への漏えい防止能力については、ドライ

クリーニング溶剤蒸留器の撤去に伴い、流体状の放射性廃棄物の発生はなくなること



 

 
 

から、技術基準規則第３９条第１項及び第２項の規定の適合性に影響を与えるもので

はない。 

 

・放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性については、本届出で撤去するドライクリーニング

溶剤蒸留器と取り合う設備も撤去することから、既設設備に影響を及ぼす切断等の作

業を伴わず、技術基準規則第５条の規定の適合性に影響を与えるものではない。 

 

・放射性廃棄物の廃棄施設の強度については、本届出で撤去するドライクリーニング溶

剤蒸留器と取り合う設備も撤去することから、既設設備に影響を及ぼす切断等の作業

を伴わず、技術基準規則第１７条の規定の適合性に影響を与えるものではない。 

 

・設計及び工事に係る品質管理の方法等については、品質保証の実施に係る組織、

保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の改善に係る事

項について、安全文化を醸成するための活動、不適合の報告及び処理、業務プロ

セス、設計管理のグレード分け等を含めて品質保証計画として定められており、

品質管理基準規則に適合する。 

 

２．処理意見 

本工事計画は、原子炉等規制法第４３条の３の１０第４項で準用する同法第４３条の

３の９第３項の規定に適合するものと認められる。なお、電気事業法第４８条第４項で

準用する同法第４７条第３項の規定に関しては、原子力規制委員会で確認すべき同項第

１号の原子力安全に係る基準（原子炉等規制法第４３条の３の１４の技術上の基準に該

当する部分）に対して、電気事業法第１１２条の３第２項の規定により、適合している

ものとみなされる。 

 

 

 



   

 

関西電力から追加で確認した内容 

 

年月日 概要 備考 

平成 29 年 7 月 25 日 工事計画の記載事項等

の内容について、ヒア

リングで事実関係を確

認。 

＜提出資料＞ 

・高浜発電所第３号機 ドラ

イクリーニング装置撤去工

事に係る届出範囲について 

・工事計画届出書に添付する

書類の整理について 

・運転中プラントへの影響に

ついて 

・ドライクリーニング装置撤去

工事中の放射性物質漏えい

防止策について 

 

平成 29 年 7 月 28 日 工事計画の記載事項等

の内容について、ヒア

リングで事実関係を確

認。 

＜提出資料＞ 

・高浜発電所第３号機 ドライ

クリーニング溶剤蒸留器撤

去に係る使用前検査の省略

について 

 

平成 29 年 8 月 10 日 工事計画の記載事項等

の内容について、ヒア

リングで事実関係を確

認。 

＜提出資料＞ 

・ドライクリーニング溶剤蒸

留器撤去に関連する技術基

準規則（設計基準対象施

設） 

 

 

 




























